
奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
一
号

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
イ
中
「
強
姦
」
を
「
強
制
性
交
等
」
に
、
「
り
よ
う
辱
」
を
「
陵
辱
」
に
改
め
る
。

か
ん

第
十
条
中
「
第
三
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
三
十
条
の
二
第
二
項
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

保
護
者
が
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨

の
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
条
例
第
三
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル

タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
理
由
が
必
要
で
あ
る
こ
と
及
び
同
項
に
規

定
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
提
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

第
十
一
条
中
「
第
三
十
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
三
十
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
」
を
「
携
帯
電
話
端
末
等
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
理
由
）

第
十
二
条

条
例
第
三
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
理
由
は
、
保
護
者
が
、
自
ら
の

責
任
に
お
い
て
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「
（第

１
３
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
５
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「
（第
１
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
７
条
関
係

）
」
に
、
「携

帯
電

話
イ

ン
タ

ー

ネ
ッ

ト
接

続
役

務
提

供
事

業
者

及
び

媒
介

業
者

等

」
を
「携

帯
電

話
イ

ン
タ

ーネ
ッ

ト
接

続
役

務
提

供

事
業

者
等

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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